
 

     

 

 

 

 

    

 

みなさん、こんにちは。 

今月は高等教育の修学支援金新制度について、紹介します。 

「高等教育の修学支援新制度」は、意欲あるこどもたちの進学を支援するための制度です。 

授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金により、大学・短期大学・高等専門

学校・専門学校を無償化する制度として令和 2 年に開始されました。 

令和 6 年度からは多子世帯（扶養する子供が３人以上いる世帯）や私立の理工農系の学部等に通う学生

等の中間層への支援を拡大しています。また、令和 5 年 12 月に閣議決定しました「こども未来戦略」

に基づき、令和 7 年度から、多子世帯の学生等について、大学等の授業料・入学金を無償とすることを

決定しています。 

◆対象になる学校◆ 

一定の要件を満たし、大学、短期大学、高等専門学校(4 年・5 年)、専門学校に通う学生が支援を受けら

れます。進学を希望している学校が制度の対象か文部科学省の HP で調べてみましょう。 

◆どんな人が対象？◆   

世帯収入や資産の要件を満たしていること（住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯） 

※基準を満たす世帯年収は、家族構成等により異なります。 

進学先で学ぶ意欲がある学生等であること（成績だけで判断せず、レポートなどで学ぶ意欲を確認） 

※進学後にしっかり勉強しなかった場合には、支援が打ち切られます。 

◆給付型奨学金の支給◆ 

第Ⅰ区分（住民税非課税世帯）の場合は、下記の額が支給されます。※第Ⅱ区分、第Ⅲ区分の場合は、

それぞれ第Ⅰ区分の 2/3、1/3 になります。 

 

 

 

 

 

 

◆世帯収入によって支援を受けられる額が変わります◆  

世帯収入に応じた４段階の基準で支援額が決まります。 
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４人家族（本人：１８歳、父：給与所得者、母：無収入、中学生）で、本人がアパートなど自宅以外か

ら私立大学に通う場合の支援額（年額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業料・入学金のサポートがあります◆  

給付型奨学金の対象者は、授業料と入学金の減免を受けることが 

できます。※第Ⅱ区分、第Ⅲ区分の場合は、それぞれ第Ⅰ区分の 

額 2/3、1/3 になります。 

 

 

 

 

 

◆参考資料・参考情報◆ 

【文部科学省】 

高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付奨学金)：https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧：https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm 

【日本学生支援機構】高等教育の修学支援新制度（授業料等減免と給付奨学金） 

《高校生等対象》
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/__icsFiles/afieldfile/2024/03/21/r6_yoyaku_leaf
let.pdf 

《大学生等対象》
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/__icsFiles/afieldfile/2024/03/21/r6_zaigaku_lea
flet.pdf 

《進学資金シュミレーター》https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 

 

 

   

長崎県ひとり親家庭等自立促進センター（YELL ながさき） 

〒852-8104 長崎市茂里町３番２４号 長崎県総合福祉センター 県棟２階 

TEL 095-801-4445 FAX 095-801-4446 ホームページ https://www.yell-nagasaki.jp 

 

 

 

◎進学資金シュミレーター 

自分が支援の対象になる

か調べてみよう！ 

 

 

～ライフプランセミナー～ 

日々の忙しさに追われて整理出来な

いお金の事「子どもの教育費」「将来

の生活費」などプロに聞いてみます。 

個別の相談も出来ます！！ 

１２月８日（日） １３：００～１５：００ 

長崎県総合福祉センター  

県棟２階 研修室 

講師：峯 富美子 氏 

申込 QR コード→ 

 


